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資本金の額の減少及び剰余金の処分並びに定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2022 年９月 27 日取締役会において資本金の額の減少及び剰余金の処分並びに定款の一部変更につ

いて、2022年 10月 27日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知

らせいたします。 

 

記 

 

１．資本金の額の減少について 

（1）減資の目的 

当社は、早期に財務体質の改善を図り、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、資本金の額の減

少を行い、分配可能額を構成するその他資本剰余金へ振り替えることといたしました。 

 

（2）減少する資本金の額 

資本金の額を 2,301,521,133円減少して 50,000,000円といたします。なお、当社が発行している新株予約

権が減資の効力発生日までに行使された場合、当該新株予約権の行使に伴う新株発行により増加する資本金

と同額分を合わせて減少いたします。 

 

（3）資本金の額の減少の方法 

会社法第 447条第１項の規定に基づき資本金の額の減少を上記のとおり行った上で、その全額をその他資

本剰余金に振り替えます。 

 

（4）資本金の額の減少の日程 

取締役会決議日 2022年 ９月 27日 

定時株主総会決議日 2022年 10月 27日（予定） 

債権者異議申述公告日 2022年 11月 ７日（予定） 

債権者異議申述最終期日 2022年 12月 ７日（予定） 

効力発生日 2022年 12月 12日（予定） 

 

（5）今後の見通し 

本資本金の額の減少は、貸借対照表の純資産の部における資本金をその他資本剰余金の勘定とする振替処

理であり、当社の純資産額に変動を生じるものではなく、当社の業績に与える影響はありません。 

 

 



 

 

 

 
 

２．剰余金処の処分の内容 

会社法第 452条の規定に基づき、資本金の額の減少の効力発生を条件に、資本金より振り替えたその他資本

剰余金の金額の一部 1,596,943,130円を減少させて繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の補填に充

当いたします。 

 

３．定款の一部変更について 

（1）定款変更の目的 

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022

年９月１日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり定款を変

更するものです。 

①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられ

ることから、変更案第 18条第１項を新設するものです。 

②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主

に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、

変更案第 18条第２項を新設するものです。 

③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供

の規定（現行定款第 18条）は不要となるため、これを削除するものです。 

④上記の新設及び削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。なお、本附則は期日経過後に

削除するものといたします。 

 

また、コーポレートガバナンス強化に資するべく、経営から独立した社外の知見を得ること及び客観的な立

場から取締役に対する実効性の高い監督を行うために社外取締役を増員するために定款第 19 条を変更いたし

ます。 

 

（2）変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

第３章  株主総会 第３章  株主総会 
    
（株主総会参考書類等のインターネット開示と
みなし提供） 

 

第18条   当会社は、株主総会の招集に際し、株
主総会参考書類、事業報告、計算書類及
び連結計算書類に記載又は表示をすべき
事項に係る情報を、法務省令に定めると
ころに従いインターネットを利用する方
法で開示することにより、株主に対して
提供したものとみなすことができる。 

 （削除） 

 （電子提供措置等） 

 

（新設） 第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株
主総会参考書類等の内容である情報に
ついて、電子提供措置をとるものとす
る。 
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項
のうち法務省令で定めるものの全部ま
たは一部について、議決権の基準日ま
でに書面交付請求した株主に対して交
付する書面に記載しないことができ
る。 

    

第４章   取締役及び取締役会 第４章  取締役及び取締役会 

    

（取締役の員数） （取締役の員数） 
第19条 当会社の取締役は８名以内とする。 第19条 当会社の取締役は10名以内とする。 



 

 

 

 
 

現行定款 変更案 

    
  附則  
 （新設） （株主総会資料の電子提供に関する経過措置） 
  １． 変更後定款第18条（電子提供措置等）

の規定にかかわらず、2023年２月末日
までの日を株主総会の日とする株主総
会については、変更前定款第18条（株
主総会参考書類等のインターネット開
示とみなし提供）は、なお効力を有す
る。 

 

 ２． 
 
本附則は、2023年３月１日又は前項の
株主総会の日から３か月を経過した日
のいずれか遅い日後にこれを削除す
る。 

    

 

（3）定款変更の日程 

取締役会決議日 2022年 ９月 27日 

定時株主総会決議日 2022年 10月 27日（予定） 

定款変更の効力発生日 2022年 10月 27日（予定） 

 

 

 

以上 

 


